
 

掲示期間 ４．２４ － ５．３  

 新潟市請負工事等入札参加資格要件等審査委員会規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。  

  令和６年４月２４日 

                            新潟市長 中原 八一   

新潟市訓令第５号  

   新潟市請負工事等入札参加資格要件等審査委員会規程の一部を改正する規程  

 新潟市請負工事等入札参加資格要件等審査委員会規程（昭和４０年新潟市訓令第７号）

の一部を次のように改正する。  

 第３条中「下水道部長」の次に「、教育次長」を加える。  

附 則  

この規程は、令和６年４月２４日から施行する。  

 


